
 

             令和８年度 

小田原保健福祉事務所足柄上センターのご案内 
 

令和８年４月から 『窓口の受付時間が変わりました』 

令和７年度まで 変更後 

 

８：３０～１７：１５ 

９：００～１２：００ 

１３：００～１６：３０ 

（12：00～13：00 は昼休み） 

※なお、窓口の受付時間の変更は９月３０日までの試行期間となります。 

※試行期間を踏まえて、令和８年１０月から本格実施を予定しております。 
 

足柄上センターの所管地域は、南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町です。 

 

健康・保健・食品・動物・生活環境等の専門相談、感染症検査と相談、衛生検査、各種免許申請手続き、 

医療費等の助成・申請と相談、病院・施術所等の届出、食品関係施設、環境衛生施設の届出・相談、 

福祉の相談や支援、給付等の申請（ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ業務は南足柄市のみ市の担当）などを行っています。 

 

健康や認知症などの相談      電話 0465－83－5111（代表） 

 

〇下記は全て予約制のため、事前にお電話でご予約をお願いします。 

〇日程は、祝日などの関係や事業の都合により、変更になっている場合がありますので、詳しくは 

電話等でお問合せください。 

 

事業名 日程・時間 等 内容 担当課 

歯ぐきの検診・相談 
（予約制） 

毎月第２（水） 
13：30～15：00 

妊娠中の方を対象に、歯と歯ぐきの検診・相談、
歯みがき指導を行っています。 

保健福祉課 

（内線） 

465～467 

療育歯科検診・相談 
（予約制） 
※フッ化物塗布等の予防処
置をする場合は有料となり
ます。 

毎月第１（水） 
※４月は第４水曜日 

※５月・１月は第３水曜日 

  第４（木） 
13：30～15：00 

発達の遅れ、慢性疾患、障害等により歯科検診を
受けにくいお子さんを対象に、歯科検診・相談、
歯みがき指導、フッ化物塗布及び食べ方相談を行
っています。（訪問相談も行っています。） 

からだとこころの 
健康相談 
（予約制） 

６・10・２月 
第１(火) 
※６月のみ第５火曜日 

13：30～15：00 

医学的・専門的健康相談を希望する思春期以降の
方へ、医師による相談を行っています。 

精神保健福祉相談 
（予約制） 

毎月 第２（火） 
※４月、８月は 
第３（火）午後 

精神科医師が心の病気等でお困りの方やそのご
家族の相談をお受けします 

保健予防課 

（内線） 

431～436 

認知症相談 
（予約制） 

偶数月第１（水） 
※４月のみ 
第３（水）午後 

認知症（若年性認知症含む）について不安や悩み
を持つ方やご家族等を対象に、医療受診の必要性
や対応方法について専門医が相談をお受けいた
します 

肝炎検査 
（予約制） 

毎月第２（火） 
午前 
※８月のみ 
第３（火）午前 

対象：肝炎ウイルス検査を過去に一度も受けたこ
とのない方及び市町村や職場で検査をする機会
のない方 

 



各種許認可・届出 

医療給付制度 

〇次の項目に該当する方は、医療費が助成される場合がありますので担当課にご相談ください。 

なお、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療（精神通院医療・更生医療・育成医療）制度・小児医療

費助成制度については、市役所・町役場へご相談ください。 

制度の名称 対象となる疾患等 年齢制限等 担当課 

小児慢性特定疾

病医療費助成 

疾病名や疾病の状態については医師にご確認いた

だくか、小児慢性特定疾病情報センターのホームペ

ージをご確認ください。 

【小児慢性特定疾病情報センター】 

  https://www.shouman.jp/ 

18 歳未満 

（更新は20歳未満） 
保健福祉課 
(内線) 
462 

療育の給付 結核で入院を必要とする児童 18 歳未満 

指定難病医療費

助成制度 

パーキンソン病／潰瘍性大腸炎／全身性エリテマ

トーデス／クローン病／皮膚筋炎など（348 疾患） 
なし 

保健予防課 
(内線) 

431～436 
肝炎治療医療費 

助成制度 

Ｂ型・Ｃ型肝炎（核酸アナログ製剤、インターフェ

ロン、インターフェロンフリーによる治療に限る） 
なし 

結核・原爆医療などで治療を受けるとき なし 

 

種  別 内    容 担当課 

各種免許申請 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療

法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養

士等の免許申請 

➡申請内容により必要な書類が異なりますので、事前にホームページ

等をご参照の上、ご不明点等はお問い合わせください 

管理企画課 
(内線) 
412 

クリーニング師、調理師、製菓衛生師、ふぐ包丁師、麻薬取扱者等の免許

申請 

生活衛生課 
(内線) 

421～423､
425 

医療機関の許可

申請・届出 

病院、診療所等の医療施設の開設、変更等の許可申請や届出 

➡事前に電話連絡の上、来所ください 管理企画課 
(内線) 
417 

施術所等の届出 
あんま、はり、きゅう、柔道整復等の施術所等の開設、変更等の届出 

➡事前に電話連絡の上、来所ください 

環境営業・薬局等

許可申請・届出 

理容所、美容所、クリーニング所、旅館業、公衆浴場、プール等の許可

申請・届出 

薬局、医薬品販売業、毒物劇物販売業等の許可申請・届出 

生活衛生課 
(内線) 

421～423､
425 食品営業施設の

許可申請・届出 
飲食店、食品製造、食品販売、給食施設等の許可申請・届出 

生活保護法によ

る指定医療機関

申請・届出 

生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする医療機関の指定申

請・届出 

生活福祉課
(内線) 

472～478 

特定給食施設等

の届出 
特定給食施設等の開始・変更等に関する届出 

保健福祉課 
(内線) 

464～467 

https://www.shouman.jp/


福祉関連の相談 

〇下記の項目は、中井町･大井町･松田町・山北町･開成町にお住まいの方のみで、南足柄市にお住まいの

方は南足柄市が担当となりますので、市役所へお問い合わせください。 

 

栄養･食生活・たばこ・HIV（エイズ）の相談 

〇まず電話でご相談ください。ご相談は随時受け付けています。 

種  別 内    容 担当課 

専門栄養相談 
生活習慣病で合併症のある方、難病等で療養している方の栄

養相談 保健福祉課 
（内線） 
464、466 

栄養表示相談 食品の栄養成分表示についての相談 

たばこに関する相談 禁煙支援や受動喫煙防止に関する相談 
管理企画課 
（内線）

417 

HIV（エイズ）に関する

相談 

HIV（エイズ）に関する相談 

※HIV（エイズ）・梅毒の検査（無料、匿名）は、平塚・鎌倉・小

田原・厚木の各保健福祉事務所及び大和センターで行っていま

す。 

保健予防課 
（内線） 
431～436 

 

衛生検査（有料）（※予約制） 

〇検査を受ける場合は事前に予約し、検査専用容器などを受け取りに来所ください。 

種  別 内    容 担当課 

検査項目 
・水質検査（井戸水・水道水・プール水） 

・細菌検査（検便） 

 

管理企画課 
（内線） 

415 

検体受付日 

月曜日・火曜日 

※祝日のある週、その他 検査機関の都合により、検査受付

の無い日があります。（検査受付日はお問合せください） 

検体受付時間  ９：００～１１：００ 

検査結果 翌週の水曜日以降にお渡しとなります 

 

種  別 内    容 担当課 

生活保護 生活にお困りの方の生活保護の相談 

生活福祉課 
(内線) 

472～478 

母子・父子・寡婦 経済的な自立や福祉資金貸付などの相談 

女性 家庭問題などの相談 

特別障害者手当等 
在宅の重度の障害児者に対する障害児福祉手当、特別障害者手

当の相談 



その他の保健福祉に関する制度・手続き等のお問合せ先 

〇お住まいの市町村の市役所や町役場の担当へお問い合わせください。 

制度・手続きなど  市・町の連絡先   電話番号 

精神科通院医療（自立支援医療） 

精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付 

乳幼児健康診査 

こどもの予防接種 

犬の登録 

狂犬病予防注射済票の交付 

南足柄市    0465-74-2111(代) 

中井町     0465-81-1111(代) 

大井町     0465-83-1311(代) 

松田町     0465-83-1221(代) 

山北町     0465-75-1122(代) 

開成町     0465-83-2331(代) 
 

案内図               

 

神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター 

〒２５８－００２１ 足柄上郡開成町吉田島２４８９－２足柄上合同庁舎４階 

電話：０４６５（８３）５１１１（代表） ﾌｧｸｼﾐﾘ：０４６５（８２）８４０８ 

ホームページＵＲＬ https://www.pref.kanagawa.jp/div/1589/ 

 

       

このリーフレットは再生紙を使用しています 

小田急線「新松田駅」・JR 御殿場線「松田駅」下車、徒歩 15 分 

新松田駅前から、箱根登山バス「関本行き」で、バス停「合同庁舎」下車 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/div/1589/

